
賃上げ環境整備支援事業運営業務に係る質問の回答 

 

No. 
仕様書

の項目 
質問 回答 

１ 
4(2) 

5(2)イ 

補助対象設備・機器に関

して、対象かどうかの判

断方法をご教示頂けます

でしょうか。 

本事業の対象は「省力化・生産性

向上に資する設備投資、機器購入」

となります。単なる老朽化に伴う

更新、パソコンやタブレット等の

汎用機、ソフトウェア単体、事務

用家具などは対象外です。個別の

判断は、専門家の伴走支援を通じ

た事業計画の精査及び事務局の審

査において行っていただきます。

なお、判断に窮する場合は本市と

協議してください。 

２ 4(4)ア 

令和７年１２月と比較す

るのは、賃上げ申請後の

単月のみでしょうか？複

数月の場合は、その月数

をご教示下さい。 

基準月（令和７年１２月分）の給

与支給総額と、実績報告時の直近

１箇月分の給与支給総額を比較し

ていただく想定です。 

３ 4(4) 

1 回あたりの相談の所要

時間をお知らせ下さい。 

１回あたり１～２時間程度が想定

されます。なお、専門家としては、

実際の相談以外にも、派遣準備や

実施報告書の作成等も必要です。 

４ 5(1) 

事務局の設置場所は、受

託者の任意でしょうか。 

京都府内などの制限はご

ざいますでしょうか。 

事務局の設置場所に制限はありま

せんが、事業者、専門家、本市と

の連絡等に支障がないようにして

ください。 

５ 
5(1)イ

エ 

「令和９年３月１９日ま

でとする」と記載があり

ますが、4(6)スケジュー

ルにて「２月末 申請者

への補助金支払完了」と

あります。電話などの媒

体での対応は２月末まで

でしょうか。 

２月末までに申請者への補助金支

払完了は目標であり、事務処理が

間に合わない場合は３月も事務処

理が必要です。よって、３月も振

込不能の事後処理や事業者からの

問合せ等に対応していただく必要

があるため、令和９年３月１９日

までは、必要な体制を維持してく



支払いを貴市でされる場

合、支払いデータを１月

末まで報告すれば、電話

対応などは１月末までで

も問題ないでしょうか。 

ださい。 

６ 5(1)エ 

受付媒体は、電話・メー

ル・ＨＰのみで、対面は

不要という認識で間違い

ないでしょうか。 

ご認識のとおりです。原則として

対面での受付・相談窓口の設置は

想定しておりません。 

７ 5(1)エ 

１日あたりの問い合わせ

件数の想定はございます

でしょうか。 

また電話に関しては１件

あたりの対応時間の想定

はございますでしょう

か。類似案件でも結構で

すので、過去の実績がご

ざいましたらご共有をお

願い致します。 

具体的な１日あたりの想定件数や

１件あたりの想定時間はありませ

ん。申請受付開始直後や実績報告

の期限前等に問合せが集中するこ

とが想定されますので、それらに

対応できる体制や、申請者からの

相談に丁寧に対応いただける体制

をご提案ください。なお、本事業

は新規事業のため、過去の実績は

ございません。 

８ 5(1)エ 

ＩＰ電話の利用も可能で

しょうか。 

音声品質に問題がなく、申請者か

らの通話に支障がなければ問題あ

りません。 

９ 5(1)エ 

「発信者となる申請者等

が低廉な価格で利用でき

るよう努める」とのこと

なので、フリーダイヤル

の設定でなくても問題な

いという認識で間違いな

いでしょうか。 

ご認識のとおりです。フリーダイ

ヤルの設置は必須ではありません

が、通常の市外局番やナビダイヤ

ル等、申請者の負担に配慮した回

線設定をご提案いただくととも

に、通話中に発信者を長時間お待

たせしないように努めてくださ

い。 

１０ 5(1)オ 

チラシ（1,500 部）との

ことですが、問い合わせ

があった事業者に配布す

るのでしょうか。 

市役所等の公共施設、関係団体（商

工会議所等）での配架や、各種イ

ベント・説明会等での配布を想定

しています。 



１１ 5(1)キ 

オンライン説明会の回数

などは、提案の範囲でし

ょうか。 

提案の範囲です。事業の周知や申

請者の理解促進に効果的な実施回

数や実施方法をご提案ください。 

１２ 5(1)ク 

電話に関しては、必ずし

も録音が必要ではないと

いう認識で間違いないで

しょうか。 

必須ではありませんが、対応の品

質向上やトラブル（言った・言わ

ない等）防止、カスタマーハラス

メント対策の観点から、録音機能

を有することが望ましいです。 

１３ 5(1)ケ 

現場責任者以外の人員に

関して、想定数はござい

ますでしょうか。 

過去の類似案件でも結構

ですので、共有頂くこと

は可能でしょうか。 

具体的な人数の指定はございませ

ん。想定される業務量やスケジュ

ールに応じ、円滑かつ確実な事業

運営が可能な人員体制をご提案く

ださい。本事業は新規事業のため、

共有することができません。 

１４ 5(1)コ 

過去のマニュアルを共有

頂けますでしょうか。 

本事業は新規事業のため、共有可

能な過去の類似マニュアル等はご

ざいません。 

１５ 5(2)エ 

派遣の回数は 1000 回(400

件 x2.5 回）とのこと。 

仕様書 4(5)想定件数では

200 件程度と記載があり

ます。 

400 件はエントリー数、

その中から補助対象にな

るのが 200 件想定という

ことでしょうか。 

最大３回までの派遣なの

で、平均 2.5 回の想定と

いうことでしょうか。 

仕様書の想定採択件数（200 件）

は、全て上限額で申請された場合

の最低件数です。上限額未満での

申請が想定されるため、予算の範

囲内で最大 400 件程度の事業者が

補助対象（専門家派遣の対象）に

なる可能性があるため、見積もり

用に設定した件数です。 

平均 2.5 回の想定についてはご認

識の通りです。 

１６ 5(2)エ 

見込の 1,000 回を超える

エントリーがあった場

合、超えた分の派遣費用

は受託者負担になります

でしょうか。 

受託者の費用負担（持ち出し）と

はなりません。予算（委託金額の

上限）の範囲内で実施していただ

きます。 

１７ 5(2)カ 
専門家への謝金・旅費等

＝派遣費用でしょうか。 

ご認識のとおりです。 



１８ 5(3)ア 

デジタル申請（ウェブフ

ォーム等）は、KINTONE

など提案の範囲でしょう

か。 

提案の範囲です。セキュリティが

確保され、申請者にとって利便性

が高く、審査等事務の効率化が図

れるシステム等をご提案くださ

い。 

１９ 5(6) 

支払い業務は、今事業の

業務内容には含まれない

という認識で間違いない

でしょうか。 

ご認識のとおりです。ただし、事

業者からの請求書を確認し、本市

が支払いを行うための「振込デー

タの作成・提出」や、振込不能時

の事業者への確認等の事務処理に

ついては、本業務に含まれます。 

２０ 5(8)ア 

想定されるリスクをご教

示下さい。 

申請の集中による審査遅延、専門

家派遣の調整難航、書類の不備の

多発、賃上げ要件の未達など、補

助金事務局の運営において想定さ

れるリスクを自ら抽出し、その低

減策を企画提案してください。 

２１ 5(9) 

一次/SV 対応でも解決で

きない際は市へエスカレ

して、市職員様による対

応でよろしいでしょう

か。 

事務局で判断できない高度な要件

解釈や例外的な対応等について

は、本市と協議して方針を決定し

ます。ただし、申請者への最終的

な回答等の対応は原則として事務

局（受託者）から行っていただき

ます。 

２２ 6 

「京都市セキュリティ対

策基準」の記載がござい

ます。こちらＨＰで検索

したのですが見つけるこ

とが出来ませんでした。

ご教示頂けますでしょう

か。 

情報セキュリティ上の理由から京

都市情報館等のインターネット上

では公開していません。事前にご

連絡いただきましたら、窓口で交

付いたします。 

 


